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見守りポイント

◆SF（催眠）商法であれば、契約書面を受け

取ってから８日以内であれば、クーリング・オフ

できます。

◎会場に行くのが楽しく、被害意識のない人もいます。

いそいそと出かけるようになったら要注意です。

対 処 方 法

◎無料や格安の商品につられて何度も会場に

行き、販売員と親しくなってしまうと、

高額な商品をすすめられたときに断りにくく

なってしまいます。

まずは安易に行かないよう伝えましょう。 ◆販売員の説明をうのみにしてその場で契約

するのではなく、本当に必要なものか、

家族など周囲の人の意見も聞いてみましょ

う。
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